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令和５年８月教育委員会定例会会議録 

 

１．開催日時 令和５年８月３０日（水）１３時３０分～１５時０５分 

２．開催場所 松浦市役所４階 第４委員会室 

３．出席委員 黒川教育長、平原委員、前田委員、吉住委員、氏山委員 

４．出席職員 次長兼学校教育課長、次長兼教育総務課長、生涯学習課長、文化財課長補佐、 

教育総務課長補佐 

５．付議事件 

（１）議案第１２号 教育委員会の自己点検・評価について 

（２）協    議 「長崎県新教育研究協議会 教育講演会」の後援について 

（３）協    議 「第１６回人権学習実践交流会」の後援について 

（４）協    議 「クニ三上トリオ 午後ジャズ」の後援について 

（５）協    議 「第３回松浦歌まつりカラオケ発表会」の後援について 

（６）協    議 「子どもの潜在能力を引き出す脳科学講座」の後援について 

（７）報    告 専決処分の承認について（「令和５年度 松浦市教育会「教育講演会」 

」の後援） 

（８）報    告 専決処分の承認について（「第１８回長崎県中学校総合文化祭 島原・ 

雲仙・南島原大会」の後援） 

（10）協        議  松浦市教育委員辞職の同意について 

（９）そ  の   他   

６．傍 聴 人 無  

７．審議経過以下のとおり（要点記録による） 
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最初に挨拶をさせていただきます。７月２２日土曜日に県中総体の応援に行

かせていただきました。私は軟式野球と陸上に行ったところです。軟式野球は

志佐中・御厨中合同チームが、長崎市の戸町中に一回戦は勝利しました。二回

戦は波佐見中に負けましたけれど、最後まできびきびとした態度で頑張ってい

ました。陸上競技では、１年女子８００ｍで志佐中の吉浦歩優さんが見事優勝

いたしました。九州大会には松浦市から三人が出場権を得まして、吉浦さんの

他に水泳競技で鷹島中３年、板谷音邑さん女子５０ｍ自由形で出場、志佐中３

年の吉冨雄太郎君が卓球個人戦で出場しました。また、８月上旬からお盆前に

かけて、台風６号が沖縄や奄美で迷走した挙句、東シナ海を北上する事態とな

りました。校長会と協議のうえ、９日の登校日は中止した次第です。中総体九

州大会の陸上競技が沖縄県で６日から開催予定でしたが中止となり、吉浦さん

は残念ながら走ることができなかったということになりました。また、８月２

５日に第４５回少年の主張長崎県大会がありまして、志佐中学校の土橋真采さ

んが、「ありのままの松浦」と題した発表で最優秀賞に輝いたところです。現

在は、全国大会代表を決める九州地区審査会が映像審査で行われているとのこ

とでした。全国大会にも出場して松浦の良さを全国にアピールしてほしいと思

っているところです。それでは、令和５年８月松浦市教育委員会定例会を開会

いたします。委員の皆様全員出席されておりますので、本会議は成立いたして

おります。本日の付議案件は、先にお知らせしておりました議案１件、協議５

件、報告２件に加え、本日配布いたしました協議１件についても、ご審議をお

願いしたいと思います。さっそく議事を進めてまいります。 

日程第１「会期の決定」については、本日１日間とすることでよろしいでし

ょうか。 

【全委員、異議無し】 
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日程第２「会議録署名人の指名」は、１番平原委員、３番吉住委員にお願い

します。 

【了承】 

日程第３「教育長・各課の報告」に移ります。 

私から報告をさせていただきます。教育長報告につきましては、１点報告さ

せていただきます。令和５年度第２回長崎県都市教育長協議会が７月２８日か

ら２９日の二日間、松浦市で行われました。一日目は会議を行い、開催地の教

育長が議長を務めるとなっており、私が務めさせていただいたところです。昼

間の会議から夜の情報交換会まで、土谷教育総務課長及び宮本課長補佐、松本

学校教育課長、中野生涯学習課長に万全の態勢で本協議会をバックアップさせ

ていただきました。二日目は鷹島の埋蔵文化財センターを見学していただきま

した。バスで移動しましたが、添乗員は宮本課長補佐、バスガイドは文化財課

の山口課長補佐が務めたところです。松浦から鷹島まで見事なガイドぶりでし

た。埋蔵文化財センターでは学芸員である早田副主任が説明をしたところです。

みなさん満足してお帰りになられ、異口同音に一日目の情報交換会と二次会の

事、及び二日目の鷹島への見学の事を満足したと言っておられました。私とし

ては一日目の協議会の議長を頑張ったつもりなのですが、そこには何も触れら

れませんでした。決めることも多くて結構大変な会だったのですが、そこは置

いておいて、全体としては意義の多い協議会となりました。以上です。 

 

（以下、各課の報告） 

７月定例会以降の主な行事・会議について、教育総務課分は次のとおり。 

７／２１ 中央学校給食調理場運転手兼調理員面接試験 

７／２５ 献立委員会 

７／２７ 長崎県都市教育長協議会（松浦市）２８日まで 

８／２  新任ＡＬＴ辞令交付式 

８／９  台風６号災害対策本部会議（～１０日） 

８／１６ 安全衛生委員会 

８／１８ 松浦市旧小学校活用事業事業者に係る二次審査 

８／２８ 優良工事表彰式 

８／２９ 校長研説明（学校給食牛乳パックの変更点） 

（今後の予定） 

 ９／８  第３回市議会定例会 

７月定例会以降の主な行事・会議について、学校教育課分は次のとおり。 

７／22～24 県中学校総合体育大会夏季大会 

 ７／２５ 第一次人事ヒアリング 

 ７／27･28 都市教育長会 

 ８／１･２ 松浦市就学相談会（東部交流センター） 

 ８／３  市内生徒代表者会議（調川公民館） 

８／４  地区初任者研修（ふるさと探訪）（上志佐公民館他） 

８／９  全校登校日（市内全小・中学校）※中止 

８／１８ なぎなた指導者講習会 

８／２２ 三地区初任者研修 

８／２３ 授業づくり研修会（学級経営） 

８／２５ 第２学期始業式 

８／２８ 制服の在り方検討会 

（今後の予定） 

９／１０ 市内中学校体育大会（除く鷹島中、含む青島小） 

７月定例会以降の主な行事・会議について、生涯学習課分は次のとおり。 

７／２４ 社会教育委員会 

７／２６ 少年センター役員会 
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７／２６ コミュニティスクール及び地域学校協働活動関係者研修会 

７／３１ 選抜高校野球大会優勝報告 市長表敬 

８／１  松浦市青少年親善使節団 マッカイ市訪問（～10 日） 

８／６  ホークス交流事業鷹栖町訪問団来訪（～10 日） 

８／１５ 志佐精霊流し・花火大会 合同補導 

８／１８ 各種競技上位大会出場報告 市長表敬 

８／１９ 松浦市青少年親善使節団 帰国報告会 

８／２４ 第 45 回全国公民館研究集会 

第 74 回九州地区公民館研究大会長崎大会 

（今後の予定） 

９／１０ 松浦市文化協会 第 11 回文化公演 

９／１６ 市民文化祭 作品展示（～17 日） 

９／２４ 松浦・マッカイ ビルモロイ杯 Ｅｎｇｌｉｓｈスピーチコンテ 

スト 

９／２４ スポーツ医・科学県内巡回講座 健康づくり教室 

７月定例会以降の主な行事・会議について、文化財課分は次のとおり。 

７／２７ 公民館講座 水中考古学教室 

７／２８ 佐賀大学角縁教授 碇石に係る指導 

８／４  出前講座（初任者研修） 

８／１０ 元寇フィールドワーク【台風のため中止】 

８／１１ 星鹿ジャンガラ記録映像撮影 

８／２３ わくわく！水中考古学体験講座 in 鷹島（～25） 

８／２４ 松浦市・木曽町・福島町親善友好提携に係る首長・議長相互交流 

８／２８ 文化財保存活用地域計画に係る文化庁協議（京都市） 

８／３０ 元寇記念祭 

（今後の予定） 

８／３１ いかりトレハロース含侵開始報道発表 

９／１１ 鷹島小学校 第４回水中考古学クラブ 

９／２４ いとにぎわい祭り（福岡市） 

ただ今、教育長及び各課の報告がありましたが、委員皆様からご質問等あり

ませんでしょうか。 

８月３日に行われた市内生徒代表者会議では、各中学校の生徒会活動の取組

みをしっかり伝える中学生の姿に感心させられました。先ほど松本課長も言わ

れたのですけど、今福中学校議長団のすばらしさ、グループ討議でも進行役を

しっかり務めていて立派だなと思いました。もう一点が、学校給食牛乳パック

の変更ということで、ストローがなくなったのですよね。小学生高学年から中

学生は大丈夫だろうと思うのですけど、小学１・２年生もそうして飲んでいる

のか、コップに移しているのか、どういう指導をしているのかなと思っていま

すが。 

今まで牛乳パックはこれまでストローで飲んでいたのですが、会社の方から

SDGs に対応していくという趣旨から、ストロー廃止ではなくて、ストローレス

で対応したいと申し出があって、結論からいうと中学生は、最終的には個人判

断となりますが、ほぼ開けて紙コップで飲むように飲むという指導を中心にや

っています。小学校は概ね１・２年生はストローで、３年生以上は開けて飲む

というのを基本として、状況を見て指導をしていくという形になるのではない

かと校長会との情報交換、共有をしております。 

ありがとうございます。身近な SDGs、環境問題を感じられるという点では、

いいと思います。昔だったらお行儀が悪いという感じになるのですけど、最初

に聞いた時には「えっ?」と思ったのですけど後で納得しました。 

中学校が最終的に自己判断となっているのは、鼻の穴を見せるような飲み方

をするのは恥ずかしいという生徒もいるだろうということで、基本は SDGs で
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す。 

他にございませんか。 

感想でお願いします。私も久しぶりに県中総体の夏季大会を見学に行ってま

いりました。卓球の方に行かせていただいて、志佐中の男子の応援とか頑張り

がすごくて、いいなあと思って観させてもらいました。志佐中の保護者の方と

お話したのですけれど、福島中も強いのだけどなと言われながらも、すぐに終

わってしまって、もう少し粘ってよと思いながら観させてもらいました。先ほ

ど、最終的には志佐中は個人で九州大会に出場という話を聞いて、あの頑張り

をみていたらそうだろうなあ、いいなあと思いました。それからもう一つ、二

学期が始まりましたけど、小・中学生とも元気に行っています。スクールバス

の方も本当にきちんとした管理で乗っているそうです。時々遅く来る子がいた

りして、待っていたりということがあるそうですけれども、運営協議会の中で

そういった質問があって、そういった答えがでてきましたので、うまく回転し

ているようです、ありがとうございます。 

他にありませんでしょうか。 

学校教育課へ。２２～２４日の県中総体、教育長はじめ、お疲れ様でした。

私も２１日から前日練習ということで、諫早市の競技場へ行ったわけですが、

ちょっと残念なことに、着いたのはいいけど生徒がいなかったのです。何故か

というと、メイングラウンドではなくサブグラウンドで練習していた。何故サ

ブで練習しているのかと聞いたら、ここで練習しろと言われたからと。前日練

習というのは、当日はメインで練習できないから前日にメインを開けて練習さ

せるのが目的で、各学校はやっているのに松浦だけがサブで練習していました。

いざメインで練習するとなったら既にへとへと状態となっていました。その時

ある先生が私に言われたのは、練習したい学校だけがすればいいと。前日練習

はメインで練習することが基本なのです。単に早く着いたからサブで練習して

それで終わり。前日から行った意味がわからなくなる。来年度からはそういう

ことがないように教育委員会からも中体連や校長会に言っていただけると助か

ります。 

その前日の経緯は初めて聞きましたので、中体連会長と話をいたします。せ

っかく会場を開けて練習できる環境にあるというところを、引率する教員も含

めて、十分きめ細かい指導をしていただきたいとお伝えをしたいと思ったとこ

ろでございます、ありがとうございました。 

付け加えて。来年度は長崎で九州大会が開催されますので、松浦からたくさ

んの九州大会出場が決まれば、委員の皆さんも応援よろしくお願いします。 

来年、会場は長崎ですね、頑張っていただきたいですね。他にありませんで

しょうか。ないようでしたら、次に教育長提出案件の審議に入ります。日程第

４ 議案第１２号「教育委員会の自己点検・評価について」を議題といたしま

す。 

議案第１２号 教育委員会の自己点検・評価について。地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２６条に基づき、令和４年度事業分の教育に関する事

務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、別紙のとおり報告書

を作成いたしましたので、教育委員会の議決を求めるものでございます。別紙

をお願いいたします。自己点検報告書でございます。評価につきましては、Ａ

が達成している、Ｂが概ね達成している、Ｃが達成していない、としておりま

すので、よろしくお願いします。 

＜教育総務課 説明＞Ｐ １～Ｐ ４  

＜学校教育課 説明＞Ｐ ５～Ｐ ９  

＜生涯学習課 説明＞Ｐ１０～Ｐ１６    

＜文化財課 説明＞ Ｐ１７～Ｐ1９  

 

１９ページをお願いいたします。総合評価といたしまして、コロナ禍におい
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て一部行事等の中止や縮小、リモート開催などありましたが、工夫をしながら

各施策の実施については、概ね順調に進捗しているという状況が確認できてお

ります。今後も「第２期松浦市教育振興基本計画」に基づく教育行政の推進に

努めてまいります。以上で報告を終わります。 

ただ今説明がありましたけれども、このことについて何かご質問等はありま

せんでしょうか。 

９ページの働き方改革の実現による教職員の志気の向上についてですけど、

私は長崎県の陸上の審判をしていて、長崎県の中学校教員と話す機会があるの

で色々聞いてみたのです。長時間勤務にならないためには、中学校って教科単

位じゃないですか。朝の早い時間、自分の教科がなかったら時差出勤とかでき

ないのですかねという先生もいたのですね。それはどうなのでしょうか。 

基本的に勤務時間の割り振りというのは、教職員で話し合って、何時から何

時まで本校は勤務します、というやり方をします。それに加えて、サマータイ

ムの導入とか、いわゆるコア時間は揃えるけれども、自分は朝型だから朝早く

とか、夜型だから少し遅れてとか、そういう変則的な労働という条例で認めら

れているのが県あたりはありますが、本市はありません。でるかできないかと

いえば、法整備すれば可能かもしれません。今、国の方の中教審で働き方改革

における一人当たりのコマ数であるとか、教職員の数であるとか、そういった

ところにメスを入れるのではなかろうか、中教審もそのように言っているので、

それを達成するようにするのではなかろうかと思うところです。 

学校教育課に対しまして、１確かな学力の育成の②が Aから Bということで、

全国学力検査の数学は去年よりもいいな、頑張っているなと、初めてじゃない

かなというふうに思いながら、よかったなと思っていましたが、家庭学習が中

学３年生の５人に１人が３０分未満、というのがあったりとか、松浦市の中学

校数学には課題があるとか書かれていて、やはり良くなったり、下がったりと

いう傾向にあって、これはやはり書いてある通り課題なのだろうなと、授業改

善から家庭学習への連動というのが課題なのだろうなと思いながら、小学校の

授業研究が少し低めで、中学校はよく頑張っているなと思っています。以上で

す、大変でしょうけどよろしくお願いします。 

まずは、授業改善と家庭学習への連動を B とした大きな理由としては、教育

振興基本計画の中にあります、「授業内容がよく分かる」という児童生徒質問

紙調査の結果、目標を８５％に置いておりますが、なかなかすべての教科で未

到達であるということからでございます。数学の＋５．８はですね、前年度比

で、前年度は授業内容が良くわかるというのは６０％台だったのです。数学の

教員が頑張ってくれたかどうかですね。逆に小学校の算数の方は８０％がわか

るとなっていたのが、７６％に落ちてしまった。ここを少し危惧している。実

は、令和５年度の全学調の調査の結果、やはり中学校の国語は全国と同等でご

ざいますが、小学校の国語、算数、中学校の数学は全国を下回っているところ

でございます。ただ、県の学力調査で比較しますと、県に追いついてきている

状況は見えております。ただ、まだまだ家庭学習も含めてですね、勉強する時

間を増やさないことには、伸びないと分析をしているところでございます、以

上です。 

同じページの外国語教育の充実ですけれど、活動内容が書かれていて、よく

頑張っているなと思うのですが、評価は Bになっているので、学力全体をみた

時に Bにならざるを得なかったのかなと思ったりしましたが、どうでしょうか。 

ここも、基準としましては教育振興基本計画令和６年度目標値としてはです

ね、CEFER という中学生にとっての英検みたいなものなのですけれども、令和

６年度までに６０％程度にもっていきたいというのが、教育振興基本計画の目

標なのですが、現在３７．８％にとどまっている。ただ、その原因は次に記載

しているのですが、英語を指導する教員が前年度まで６７％ぐらいだったので

すね、これがやっと１００％になりました。これから少しずつ英語に興味、関
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心を抱いて伸びてくれないかなと期待をしているところでございます。現状と

しては目標にまだ達してない、低いということから Bとさせていただきました。

まずは教員から１００％にもってきたというところです。 

よろしいですか。他にありませんでしょうか。それでは、議案第１２号「教

育委員会の自己点検・評価」については、原案のとおり可決ということでよろ

しいでしょうか。 

【可決】 

ただ今、可決いただきました自己点検・評価報告書につきましては、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、松浦市議会へ提出

するとともに、市のホームページ上に公開することにいたします。ありがとう

ございました。 

では、続きまして日程第５ 協議「『長崎県新教育研究協議会 教育講演会』

の後援について」を議題といたします。 

７ページになります。日程第５ 協議「長崎県新教育研究協議会」の後援に

ついて、松浦市教育委員会共催・後援等取扱要領の規定に基づき、協議をお願

いするものでございます。８ページをお開きください。長崎県新教育研究協議

会会長は、成守靖 元鷹島中学校長でございます。主催団体名は長崎県新教育

研究協議会、大会名称が長崎県新教育研究協議会 教育講演会ということで、

今年度も講演会として道徳教育を推進するうえで、９ページをお開きいただい

て、講師として、やまぐち総合教育支援センター研究指導主事 藤永啓吾氏を

お招きして、道徳に関する講演会を行うということで、土曜日ではありますけ

れども、内容として教育の資質向上に資するものということで、後援の申請が

出ておりますので、ご協議をお願いできればと思っております。昨年度も同じ

ように後援をいただいた内容でございます。 

説明がありましたけれども、委員の皆様から何かご質問はありませんでしょ

うか。 

【質疑無し、承認】 

 

次に、日程第６ 協議「『第１６回人権学習実践交流会』の後援について」

を議題といたします。 

「第１６回人権学習実践交流会」の後援についてです、資料は１１ページに

なります。松浦市教育委員会共催・後援等取扱要領の規定に基づき、協議をお

願いするものでございます。１２ページをお開きください。申請者ですが、北

松地区人権教育研究協議会、平戸市の中部中学校の教諭をされております、江

里口英子先生からの申請でございます。主催団体名が北松地区人権教育研究協

議会、大会名称が北松地区人権教育研究協議会第１６回人権学習実践交流会、

期日が９月２０日水曜日に行われます。１３ページ、１４ページに内容の記載

がございます。会場はたびら活性化施設研修室を使っての内容で、今年は「差

別とは何か?考える ～アンコンシャスバイアスとマイクロアングレッション

～」、もう一つが「特権とは何か?考える ～マイノリティ性・マジョリティ

性と特権～」と人権に関わる内容と思われますが、これからの人権学習を考え

る上での資質向上に資するものということで、対象者として教職員も含まれる

ということでございます。昨年についてもご後援をいただいているということ

でございます。ご協議よろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについてご質問はありませんでしょうか。 

【質疑無し、承認】 

 

次に、日程第７、協議「『クニ三上トリオ 午後ジャズ』の後援について」

を議題といたします。 

１６ページをお願いいたします。日程第７「クニ三上トリオ 午後ジャズ」

の後援について、標記の件につきまして、松浦市教育委員会共催・後援等取扱
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要領の規定に基づき、協議をお願いするものでございます。１７ページをお願

いいたします。申請者は文化会館館長でございます。文化会館の自主事業でご

ざいます。主催者名は松浦市文化会館、大会・事業等の名称は、クニ三上トリ

オ 午後ジャズでございます。期日が令和５年１０月１１日水曜日、会場が文

化会館ゆめホールでございます。事業の趣旨ですけれども、本格的なジャズ

を、市民の幅広い世代にお楽しみいただきたい、ということでございます。事

業の内容は、ニューヨーク在住のピアニストと、ベース、ドラムスのトリオに

よるジャズの演奏というところでございます。入場料ですが、前売りが２，７

００円、当日が３，０００円というところでございます。次の１８ページに公

演の内容があります。内容については、今お話しした通りでございます。１９

ページからプロフィールと内容についての記載となっております。以上で説明

を終わります。よろしくお願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて何かご質問はありませんでしょう

か。 

【質疑無し、承認】 

 

続きまして、日程第８、協議「『第３回松浦歌まつりカラオケ発表会』の後

援について」を議題といたします。 

資料２３ページでございます。「第３回松浦歌まつりカラオケ発表会」の後

援について、標記の件につきまして、松浦市教育委員会共催・後援等取扱要領

の規定に基づき、協議をお願いするものでございます。２４ページをお願いい

たします。申請者ですが、調川町の久保川政廣さんです。主催の団体名が、カ

ラオケ愛好会 IN 松浦、事業の名称が第３回松浦歌まつりカラオケ発表会、期

日ですけれども、令和５年１０月１日が公演日となっております。会場は文化

会館のゆめホール、事業の趣旨でございますが、カラオケ愛好者の発表の場が

なかなかありませんので、今回第３回目を合同で開催・実行しますということ

でございます。一番下の段でございますが、松浦・平戸・佐世保・伊万里の愛

好者の繋がりで発表を行うというもので、入場料は無料となっております。次

のページにチラシを掲載しております。説明は以上です。ご審議賜りますよう

お願いいたします。 

説明が終わりましたが、このことについて何かご質問等はありませんでしょ

うか。 

関係無いことかもしれないのですけど、１０月１日にこれがあって、隣で４

年ぶりに剣道の大会が開催されるのですけど、駐車場の心配をしていて、まだ

話し合いがなくて、どれくらい集まるか久々に開催されるのでわからないの

で、決めておいた方がいいのかなと思いました。 

西九州剣道大会のことですね。 

そうです。どれくらい集まるかわからない、９月１日が申し込み締め切りに

なっているので、生涯学習課の川島先生がわかるとは思うのですけど。 

駐車場のことについては、頭に入れておきます。 

よろしくお願いします。 

駐車場の件は、生涯学習課にお願いしたいと思います。他にないでしょう

か。 

【質疑無し、承認】 

 

次に日程第９ 協議「『子どもの潜在能力を引き出す脳科学講座』の後援に

ついて」を議題といたします。 

２６ページでございます。「子どもの潜在能力を引き出す脳科学講座」の後

援について、標記の件について、松浦市教育委員会共催・後援等取扱要領の規

定に基づき、協議をお願いするものでございます。２７ページをお願いいたし

ます。申請者が一般財団法人日本リーダー育成推進協会代表理事の小林圭一郎
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さんでございます。まず、この協会の内容を説明させていただきます。定款が

届いておりますので、読み上げて説明させていただきますと、この協会の目的

でございますが、未来を牽引する日本人らしいリーダーを輩出することとし、

次の事業に取り組むということで、一つ目が子ども、大人、指導者を対象とし

た教育文化の向上、及びリーダーの育成に関するイベントの企画と開催。二つ

目が保護者のための子育て心理学講座の開催、三つ目が子育て心理学に関する

資格認定制度、及びプログラムの販売。四つ目が書籍・絵本の出版。五つ目が

民間企業に対する各種支援業務、この民間企業による各種支援業務のところ

で、有料の企業向け研修会をされておられまして、これを財源としてこの協会

が運営をされている、ということでございます。この協会の構成員ですけれど

も、スタンフォード大学の特別研究員の方が名誉顧問、特別顧問にこの協会の

設立者、あとは民間企業の代表者とか、大学の名誉教授、それからサッカーの

U-17 の元日本代表の監督、こういった方々が構成員となられており、十一人の

役員の方がいらっしゃいます。資料の２７ページに戻りまして、事業の名称で

す。子どもの潜在能力を引き出す脳科学講座。講座の内容ですけれども、家庭

での教育方法とかしつけの方法とか、叱り方の方法、こういったところの講座

というご説明でございました。期日ですが、令和６年１月２４日と２５日、２

８日で、いずれもオンライン講座によるものでございまして、時間帯が９時３

０分～１３時になっております。この講座を開催した後に次の講座を案内する

とか、何かを販売するとかいうのはございますか。ということをお訊ねしたの

ですが、今回は単発的なもので、この講演後に何かに繋がる所はないという説

明は受けております。２８ページの事業計画書ですが、３つめの趣旨・目的で

すが、心理学・脳科学に基づいた「子育てに対する向き合い方」をはじめ、

「子どものセルフイメージを高めるポイント」などについてお伝えすること

で、人工知能のおよぼす影響を含む社会情勢の変化による、保護者の不安や、

子育てへの負担を軽減する一助とするということで、事業内容の講師は特別顧

問の井上さん、この方が協会を運営されている方で、企業研修や保護者研修等

を生業としている代表の方で、この方が今回講師となられて講義を行う、とい

うところでございます。７番目の参加予定数ですが、一般参加者は長崎県内で

２００人を見込んでおられます。対象者が小学生のお子様がいる保護者。後援

の申請ですけれど、ここに記載がありますが、島原、諫早、平戸に確認を取っ

たのですけれど、同じような事業の申請がでていて、それぞれ後援の決定はし

ているということでございます。１１番の主催団体の趣旨・目的ですが、企業

のリーダーである経営者・幹部、または教育現場の指導者である教員・保育

士、そして家庭でのリーダーである保護者にとって、価値のあるプログラムを

提供することを中心とした社会教育活動を行い、日本の発展に寄与・貢献する

こと、というところでございます。２９ページが収支予算となっています。収

入、財源が寄附金によるものでございます。支出としては謝礼金が組織内の方

がされるので、無しとなっています。あとはチラシの印刷費ですとかですが、

この後援の決定がなされた折には、このチラシを各小学校に配付したいという

ところでありますので、雑支出の送料のところに各小学校へ発送した場合の費

用を計上いたしております。３０ページが関係のチラシとなっていますが、最

下段に細かい字ではありますが、全国的に後援をしている自治体を書かれてお

りますが、長崎県では、長崎市、佐世保市、島原市、各自治体が後援をされて

おります。松浦市には今回が初めての後援申請となります。３１ページが配付

用のチラシのデザインで内容が書かれております。３２ページ、３３ページが

関係資料となっております。３２ページに講師の井上さんのプロフィールが載

っています。経営者として３２年、人材育成コンサルタントとして２０年、自

社及びクライアント企業の経営者や社員の育成に従事、下の方にはメンタルコ

ーチとして、プロスポーツ選手もサポートしているということでございます。

説明は以上です、よろしくご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 
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ただ今、説明が終わりましたが、何かご質問等はありませんでしょうか。３

０ページに長崎県で後援しているところが、長崎市、佐世保市がありますよ

ね。２８ページの今回後援申請中のところに長崎市、佐世保市、大村市がない

のは何故ですか。 

既に後援決定しているので、申請中のところには掲載してないということで

す。全国的な展開をされておりますので、ネットの方で他の状況とか感想とか

を載っていないかなと調べたのですけれども、他の自治体でも事業の内容が良

く分からないと再審査をされているところもあるようです。結果的にはその自

治体も後援決定をされているようです。 

パソコンとかスマホを使って受講されるのですか。 

そうです。 

チラシを配られて、チラシの中にある QR コードから申し込んで、受講する

という流れですか。 

そうなります。 

他にありませんでしょうか。 

【質疑無し、承認】 

 

次に日程第１０ 報告「専決処分の承認について」を議題といたします。 

３４ページをお開き下さい。専決処分の承認について、「令和５年度 松浦

市教育会『教育講演会』」の後援について、松浦市教育委員会共催・後援等取

扱い要領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したので、これを報

告し承認を求めるものでございます。３５ページをお開き下さい。既に７月２

６日付で松浦市教育会の鷹島中学校校長の鈴木和彦様宛に講演の承認をしたと

ころでございます。内容は３６ページ、３７ページにあります。例年ですと、

もっと早めに後援の申請をするところだったのですが、今回、少し不慣れなと

ころもあり、文化会館へ借用に行ったときに、減免の措置を受けるための後援

の申請をしていないことが分かり、７月になってから申請を出されたと。その

時に８月の定例会では間に合わないので、専決処分をさせていただいたところ

です。内容は８月８日に市内の全小・中学校教職員が文化会館に一堂に会しま

して、講演会が行われております。内容は「土井ホーム」、建築会社ではな

く、事情がある青少年を集めて色々お世話をするというホームでございます。 

そういう中での実践の発表をする、というものでございます。以上、報告でご

ざいます。 

 説明が終わりましたが、何かご質問はありませんでしょうか。 

 【質疑なし、承認】 

 

 日程第１１ 報告「専決処分の承認について」を議題といたします。 

 資料３８ページになります。専決処分の承認について「第１８回長崎県中学

校総合文化祭 島原・雲仙・南島原大会」の後援について、松浦市教育委員会

共催・後援取扱い要領第６条第２項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、これを報告し承認を求めるものでございます。３９ページをお開き下さ

い。既に８月１６日付で長崎県中学校文化連盟会長本田勝一郎さん、長崎市の

渕中学校の校長でございますが、承認の決定を出したところでございます。４

０ページが講演を承認した書類でございます。４２ページ、４３ページが第１

８回長崎県中学校総合文化祭島原・雲仙・南島原大会の内容となっておりま

す。来年度は松浦市開催ということになっております。今回は内容については

問題がないということと、チラシを２１市町に配付しなければならないという

ことで、急ぎ７月中に承認をお願いしたいということでございましたので、先

に承認をしていただいたところでございます。以上報告でございます、よろし

くお願いします。 

 説明が終わりましたが、何かご質問はありませんでしょうか。 
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【質疑なし、承認】 

 

それでは、本日配付させていただきました追加案件について、審議をお願い

します。日程第１３、協議「松浦市教育委員の辞職の同意について」を議題と

いたします。 

本日お配りしております追加案件の資料をお願いいたします。２ページをお

願いします。松浦市教育委員辞職の同意について、別紙のとおり辞任の届が提

出されましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条の規定

により、教育委員会の同意を求めるというものでございます。３ページをお願

いいたします。本件につきましては、この辞任願が平原委員から市長へ提出を

されて、規定によって教育委員会の同意が求められるものでございます。な

お、同法律によりますと、教育委員会の会議については、教育委員会の教育

長、及び委員というものの自己、配偶者、三親等以内の親族の関係する議事に

ついては、参与することができない、但し、教育委員会の同意があるときは、

会議に出席し、発言することができると規定してございます。 

同意をいただければ、平原委員は退席しなくていいということですね。よろ

しいでしょうか。 

【同意】 

では、同意案の審議の前に平原委員、何かございますか。 

５月の連休明けから８月１４日ぐらいまで、少し間はあったのですが、病気

をいたしまして、その関係もありまして、引き続き教育委員としての任務を果

たすことは厳しいと自己判断をいたしまして、今回、教育委員会へご相談をし

たところでございます。よろしくお願いいたします。 

ご質問等はございませんか。 

【質疑なし、同意】 

平原委員におかれましては、長きにわたって教育委員、教育長職務代理者と

して支えていただきましてありがとうございました。今後とも私たちの大先輩

といたしまして、何かあれば教育委員会に来ていただいて、ご指導いただけれ

ばと思います。今後ともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。 

お世話になりました。 

 

日程第１２、その他に移ります。委員の皆様から何かありませんでしょう

か。なければ事務局からありませんか。 

中総体の駅伝大会を１０月３日に予定をしております。例年ですと上志佐の

笛吹ダムを使っていたのですが、この数年は工事中ということで、今年度まで

は、田平の久吹ダムで行うということで、行程といたしましては、８時２５分

に市役所集合、出発を考えております。よろしければそれにご同乗いただくと

いうことで、私の方からご連絡させていただきますので それまでにどうする

かお考えいただければと思っております。ご案内させていただきます、以上で

す。 

時期が近くなりましたら学校教育課長から連絡がいきますので、よろしくお

願いいたします。 

 ９月の定例教育委員会の日程のご相談をさせていただきますけれども、９月

２２日金曜日の午前中を考えておりますがよろしいでしょうか。 

【了承】 

以上をもちまして、令和５年８月定例会を閉会いたします。この後は総合教

育会議が開催されますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 
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